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リ
ベ
ラ
ル
東
大
阪
、
さ
わ
や

か
な
風
、
荊
政
会
、
真
正
議
員

団
は
、
議
案
第
百
十
号
か
ら
第

百
十
五
号
ま
で
の
指
定
管
理
者

の
指
定
六
案
件
に
つ
い
て
は
、

閉
会
中
継
続
審
査
と
す
る
こ
と

に
賛
成
す
る
。

本
案
件
は
、
平
成
十
七
年
十

二
月
議
会
に
お
い
て
、
平
成
十

八
年
か
ら
二
カ
年
に
つ
い
て
は

非
公
募
で
外
郭
団
体
を
指
定
管

理
者
に
指
定
し
、
そ
の
二
年
間

で
指
定
管
理
者
制
度
の
検
証
を

行
い
、
外
郭
団
体
の
見
直
し
を

抜
本
的
に
行
う
べ
き
で
あ
る
と

し
て
、
議
会
は
賛
成
し
た
。

本
市
の
外
郭
団
体
の
う
ち
、

公
園
協
会
が
総
合
体
育
館
、
東

体
育
館
の
管
理
運
営
に
か
か
わ

る
収
入
は
、
全
体
の
五
三
・
四

％
を
占
め
て
お
り
、
ま
た
施
設

利
用
サ
ー
ビ
ス
協
会
に
お
い
て

も
、
児
童
文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
の
受
託
収
入
は
全
体
の
三

〇
・
四
％
で
あ
り
他
の
民
間
事

業
者
が
指
定
管
理
者
と
な
っ
た

場
合
、
両
協
会
の
存
続
問
題
に

つ
な
が
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
今
回
各
常
任
委

員
会
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者

の
検
証
も
外
郭
団
体
の
抜
本
的

な
見
直
し
も
検
討
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

よ
っ
て
、
指
定
管
理
者
の
指

定
の
六
案
件
に
つ
い
て
は
、
経

営
企
画
部
で
早
急
に
指
定
管
理

者
制
度
の
検
証
と
外
郭
団
体
の

抜
本
的
見
直
し
を
行
い
、
そ
れ

ら
の
内
容
を
議
会
に
お
い
て
審

議
し
た
上
で
結
論
を
出
す
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
。

以
下
の
議
案
に
つ
い
て
、
条

件
を
付
し
て
賛
成
す
る
。

ま
ず
、
議
案
第
八
十
六
号
一

般
会
計
補
正
予
算
で
あ
る
が
、

本
予
算
に
計
上
さ
れ
て
い
る
環

境
保
全
公
社
運
営
資
金
貸
付
金

に
つ
い
て
、
国
税
当
局
が
、
過

去
か
ら
行
っ
て
い
る
行
為
に
対

し
指
摘
な
り
改
善
指
示
を
す
る

こ
と
な
く
、
一
方
的
に
今
回
課

税
さ
れ
る
こ
と
に
は
納
得
が
い

か
な
い
。
国
税
当
局
に
対
し
強

い
姿
勢
で
臨
む
よ
う
求
め
る
。

次
に
、
議
案
第
七
十
九
号
事

務
分
掌
条
例
の
一
部
改
正
で
あ

る
が
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
創
設
に
伴
う
規
定
の
整
備
に

つ
い
て
は
賛
成
す
る
が
、
市
長

よ
り
、
抜
本
的
な
組
織
改
正
は

平
成
二
十
一
年
度
を
目
途
に
実

施
す
る
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
こ

市
長
提
出
議
案
等

市
長
提
出
議
案
等

共

産

党

共

産

党

と
か
ら
、
今
回
の
機
構
改
革
は

必
要
最
小
限
に
と
ど
め
、
規
則

改
正
の
内
容
に
つ
い
て
は
議
会

に
説
明
す
る
よ
う
求
め
る
。

議
案
第
七
十
三
号
、
七
十
四

号
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
改

正
で
あ
る
が
、
国
に
お
い
て
は

勤
勉
手
当
の
支
給
に
関
し
、
遅

参
者
に
は
一
定
の
減
額
措
置
を

講
じ
て
お
り
、
本
市
に
お
い
て

も
平
成
二
十
年
度
よ
り
是
正
措

置
を
講
ず
る
よ
う
求
め
る
。

東
大
阪
議
０
２
１
５
０
２

２
面

井

井

真

正

議

員

団

リ
ベ
ラ
ル
東
大
阪

さ

わ

や

か

な

風

荊

政

会

真

正

議

員

団

リ
ベ
ラ
ル
東
大
阪

さ

わ

や

か

な

風

荊

政

会

指
定
管
理
者
の
指
定
の
六
案

件
を
継
続
審
査
と
し
、
そ
の
他

の
議
案
に
は
賛
成
す
る
。

所
信
表
明
で
市
長
は
、
長
尾

前
市
政
の
流
れ
を
中
断
し
、
旧

同
和
施
策
を
復
活
さ
せ
、
む
だ

遣
い
の
箱
物
行
政
を
進
め
よ
う

と
し
て
い
る
。
市
民
福
祉
の
増

進
が
市
長
の
使
命
と
言
う
の
な

ら
、
こ
の
点
を
改
め
な
い
と
福

祉
の
予
算
は
生
み
出
せ
な
い
。

乳
幼
児
医
療
費
の
助
成
の
通

院
、
入
院
と
も
就
学
前
ま
で
拡

充
の
四
月
実
施
は
、
議
会
の
全

会
派
か
ら
の
申
し
入
れ
を
受
け

た
も
の
で
、
立
場
の
違
い
を
超

え
た
協
働
が
実
っ
た
。
我
が
党

は
今
後
と
も
市
民
利
益
第
一
で

各
党
と
協
力
し
て
い
く
。

指
定
管
理
者
制
度
は
公
共
施

設
の
管
理
を
民
間
に
任
せ
る
制

度
で
、住
民
の
権
利
が
狭
ま
り
、

企
業
の
営
利
追
求
の
場
に
な
り

か
ね
な
い
。
ま
た
、
反
対
運
動

や
訴
訟
の
場
合
の
直
接
的
責
任

は
、
市
で
な
く
指
定
管
理
者
が

負
う
な
ど
、
住
民
の
福
祉
増
進

と
い
う
自
治
体
の
使
命
が
発
揮

で
き
な
い
。
こ
の
根
本
問
題
の

議
論
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
環
境
保
全
公
社
に
対
す

る
税
務
当
局
の
課
税
判
断
に
は

明
確
に
争
う
立
場
を
貫
き
、
市

民
利
益
を
守
る
べ
き
で
あ
る
。

会 派 名

議 案 名

公

明

党

真
正
議
員
団

共

産

党

自
由
民
主
党

リ
ベ
ラ
ル
東
大
阪

さ
わ
や
か
な
風

荊

政

会
指定管理者の指定の件（市民プラザ ７施設）継続審査
指定管理者の指定の件（東大阪市立男女共同参画センター）継続審査
指定管理者の指定の件（東大阪市立産業技術支援センター）継続審査
指定管理者の指定の件（東大阪市立総合体育館）継続審査
指定管理者の指定の件（東大阪市立東体育館）継続審査
指定管理者の指定の件（東大阪市立児童文化スポーツセンター）継続審査

退
席 ○ ○ × ○ ○ ○

平成 年度決算認定議案 件 閉会中の継続審査
東大阪市情報公開条例及び東大阪市下水道条例の一部を改正する条例制定に関する
専決事項報告
東大阪市手数料条例の一部を改正する条例制定に関する専決事項報告
平成 年度公共下水道高井田ポンプ場沈砂・し渣洗浄設備工事に関する請負契約締
結に関する専決事項報告
平成 年度公共下水道岸田堂ポンプ場除砂設備改修工事に関する請負契約締結に関
する専決事項報告
和解に関する専決事項報告
寝屋川北部広域下水道組合規約の変更に関する協議に関する専決事項報告
寝屋川南部広域下水道組合規約の変更に関する協議に関する専決事項報告
平成 年度東大阪市一般会計補正予算（第２回）に関する専決事項報告
平成 年度東大阪市一般会計補正予算（第３回）に関する専決事項報告
平成 年度東大阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）に関する専決事項
報告
平成 年度東大阪市公共下水道事業特別会計補正予算（第１回）に関する専決事項報
告
平成 年度東大阪市介護保険事業特別会計補正予算（第１回）に関する専決事項報告
平成 年度東大阪市一般会計補正予算（第４回）に関する専決事項報告
平成 年度東大阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３回）に関する専決事項
報告
東大阪市職員給与条例及び東大阪市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一
部を改正する条例
東大阪市職員給与条例及び東大阪市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す
る条例
東大阪市税条例等の一部を改正する条例
東大阪市老人医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例
東大阪市下水道事業の設置等に関する条例
東大阪市個人情報保護条例の一部を改正する条例
東大阪市事務分掌条例の一部を改正する条例
東大阪市国民健康保険条例の一部を改正する条例
東大阪市保健所事務手数料条例の一部を改正する条例
東大阪市立自転車駐車場条例の一部を改正する条例
東大阪市宝町処理場使用料条例を廃止する条例
東大阪市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例
東大阪市火災予防条例の一部を改正する条例
東大阪市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
平成 年度東大阪市一般会計補正予算（第５回）
平成 年度東大阪市一般会計補正予算（第６回）
平成 年度東大阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）
平成 年度東大阪市公共下水道事業特別会計補正予算（第２回）
平成 年度東大阪市老人保健事業特別会計補正予算（第２回）
平成 年度東大阪市介護保険事業特別会計補正予算（第２回）
平成 年度東大阪市水道事業会計補正予算（第１回）
平成 年度東大阪市病院事業会計補正予算（第２回）
平成 年度公共下水道第２工区管きょ築造工事に関する請負契約締結
平成 年度公共下水道第３工区管きょ築造工事に関する請負契約締結
大阪線俊徳道第４・５号踏切道改良工事に関する変更委託契約締結
訴訟提起の件 件
町の区域及び名称の変更
寝屋川北部広域下水道組合の解散に関する協議
寝屋川北部広域下水道組合の解散に伴う財産処分に関する協議
寝屋川南部広域下水道組合の解散に関する協議
寝屋川南部広域下水道組合の解散に伴う財産処分に関する協議
市道路線認定
市道路線変更
人権擁護委員の推薦につき意見を求める件

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

会 派 名

議 案 名

公

明

党

真
正
議
員
団

共

産

党

自
由
民
主
党

リ
ベ
ラ
ル
東
大
阪

さ
わ
や
か
な
風

荊

政

会
指定管理者の指定の件（市民プラザ ７施設）継続審査
指定管理者の指定の件（東大阪市立男女共同参画センター）継続審査
指定管理者の指定の件（東大阪市立産業技術支援センター）継続審査
指定管理者の指定の件（東大阪市立総合体育館）継続審査
指定管理者の指定の件（東大阪市立東体育館）継続審査
指定管理者の指定の件（東大阪市立児童文化スポーツセンター）継続審査

退
席 ○ ○ × ○ ○ ○

平成 年度決算認定議案 件 閉会中の継続審査
東大阪市情報公開条例及び東大阪市下水道条例の一部を改正する条例制定に関する
専決事項報告
東大阪市手数料条例の一部を改正する条例制定に関する専決事項報告
平成 年度公共下水道高井田ポンプ場沈砂・し渣洗浄設備工事に関する請負契約締
結に関する専決事項報告
平成 年度公共下水道岸田堂ポンプ場除砂設備改修工事に関する請負契約締結に関
する専決事項報告
和解に関する専決事項報告
寝屋川北部広域下水道組合規約の変更に関する協議に関する専決事項報告
寝屋川南部広域下水道組合規約の変更に関する協議に関する専決事項報告
平成 年度東大阪市一般会計補正予算（第２回）に関する専決事項報告
平成 年度東大阪市一般会計補正予算（第３回）に関する専決事項報告
平成 年度東大阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）に関する専決事項
報告
平成 年度東大阪市公共下水道事業特別会計補正予算（第１回）に関する専決事項報
告
平成 年度東大阪市介護保険事業特別会計補正予算（第１回）に関する専決事項報告
平成 年度東大阪市一般会計補正予算（第４回）に関する専決事項報告
平成 年度東大阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３回）に関する専決事項
報告
東大阪市職員給与条例及び東大阪市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一
部を改正する条例
東大阪市職員給与条例及び東大阪市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す
る条例
東大阪市税条例等の一部を改正する条例
東大阪市老人医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例
東大阪市下水道事業の設置等に関する条例
東大阪市個人情報保護条例の一部を改正する条例
東大阪市事務分掌条例の一部を改正する条例
東大阪市国民健康保険条例の一部を改正する条例
東大阪市保健所事務手数料条例の一部を改正する条例
東大阪市立自転車駐車場条例の一部を改正する条例
東大阪市宝町処理場使用料条例を廃止する条例
東大阪市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例
東大阪市火災予防条例の一部を改正する条例
東大阪市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
平成 年度東大阪市一般会計補正予算（第５回）
平成 年度東大阪市一般会計補正予算（第６回）
平成 年度東大阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）
平成 年度東大阪市公共下水道事業特別会計補正予算（第２回）
平成 年度東大阪市老人保健事業特別会計補正予算（第２回）
平成 年度東大阪市介護保険事業特別会計補正予算（第２回）
平成 年度東大阪市水道事業会計補正予算（第１回）
平成 年度東大阪市病院事業会計補正予算（第２回）
平成 年度公共下水道第２工区管きょ築造工事に関する請負契約締結
平成 年度公共下水道第３工区管きょ築造工事に関する請負契約締結
大阪線俊徳道第４・５号踏切道改良工事に関する変更委託契約締結
訴訟提起の件 件
町の区域及び名称の変更
寝屋川北部広域下水道組合の解散に関する協議
寝屋川北部広域下水道組合の解散に伴う財産処分に関する協議
寝屋川南部広域下水道組合の解散に関する協議
寝屋川南部広域下水道組合の解散に伴う財産処分に関する協議
市道路線認定
市道路線変更
人権擁護委員の推薦につき意見を求める件

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議 案 の 会 派 態 度 表 （○賛成 ×反対）

東 大 阪 市 議 会 だ よ り平成 年 月 日 第 号 （ ）


